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衆
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長
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野
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平

殿

衆
議
院
議
員
岩
國
哲
人
君
提
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民
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所
得
格
差
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
岩
國
哲
人
君
提
出
国
民
の
所
得
格
差
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
定
義
に
よ
る
「
所
得
格
差
」
を
、
厚
生
労
働
省
の
国
民
生
活
基
礎
調
査
に
お
い
て
公
表
さ
れ
て
い
る
平
成
七
年

か
ら
平
成
十
七
年
ま
で
の
各
暦
年
の
数
値
を
用
い
て
計
算
す
れ
ば
、平
成
七
年
に
つ
き
八
・
七
三
倍
、平
成
八
年
に
つ
き
九
・

八
八
倍
、
平
成
九
年
に
つ
き
十
・
〇
一
倍
、
平
成
十
年
に
つ
き
九
・
三
六
倍
、
平
成
十
一
年
に
つ
き
九
・
九
一
倍
、
平
成
十

二
年
に
つ
き
十
・
一
九
倍
、
平
成
十
三
年
に
つ
き
十
・
〇
〇
倍
、
平
成
十
四
年
に
つ
き
十
・
四
二
倍
、
平
成
十
五
年
に
つ
き

九
・
六
九
倍
、
平
成
十
六
年
に
つ
き
十
・
四
五
倍
、
平
成
十
七
年
に
つ
き
九
・
七
八
倍
で
あ
る
。
ま
た
、
総
務
省
統
計
局
の

家
計
調
査
に
お
い
て
公
表
さ
れ
て
い
る
平
成
七
年
か
ら
平
成
十
九
年
ま
で
の
各
暦
年
の
二
人
以
上
世
帯
の
年
間
収
入
の
数

値
を
用
い
て
計
算
す
れ
ば
、
平
成
七
年
に
つ
き
四
・
七
二
倍
、
平
成
八
年
に
つ
き
四
・
七
六
倍
、
平
成
九
年
に
つ
き
四
・
七

八
倍
、
平
成
十
年
に
つ
き
四
・
六
二
倍
、
平
成
十
一
年
に
つ
き
四
・
八
五
倍
、
平
成
十
二
年
に
つ
き
四
・
七
七
倍
、
平
成
十

三
年
に
つ
き
四
・
六
八
倍
、
平
成
十
四
年
に
つ
き
四
・
七
一
倍
、
平
成
十
五
年
に
つ
き
四
・
三
六
倍
、
平
成
十
六
年
に
つ
き

四
・
三
四
倍
、
平
成
十
七
年
に
つ
き
四
・
三
一
倍
、
平
成
十
八
年
に
つ
き
四
・
五
一
倍
、
平
成
十
九
年
に
つ
き
四
・
六
〇
倍

で
あ
る
。
な
お
、
御
指
摘
の
「
所
得
格
差
の
推
移
の
傾
向
の
違
い
」
に
つ
い
て
は
、
国
民
生
活
基
礎
調
査
の
デ
ー
タ
が
平
成

一



十
七
年
ま
で
し
か
公
表
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
及
び
平
成
七
年
か
ら
平
成
十
六
年
ま
で
の
国
民
生
活
基
礎
調
査
に
よ
る
数
値

と
家
計
調
査
に
よ
る
数
値
で
推
移
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
御
指
摘
の
「
低
所

得
世
帯
」
と
「
高
所
得
世
帯
」
の
所
得
額
の
推
移
に
つ
い
て
は
、
平
成
七
年
か
ら
平
成
十
六
年
ま
で
の
間
は
い
ず
れ
の
統
計

に
よ
る
数
値
も
低
下
傾
向
に
あ
り
、
平
成
十
八
年
及
び
平
成
十
九
年
は
家
計
調
査
に
よ
る
数
値
で
は
「
高
所
得
世
帯
」
の
所

得
額
が
上
昇
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
定
義
に
よ
る
「
所
得
格
差
」
の
予
測
は
行
っ
て
お
ら
ず
、お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
四
十
七
都
道
府
県
別
の
都
道
府
県
民
所
得
額
の
差
異
」
に
つ
い
て
、
一
人
当
た
り
県
民
所
得
に
お
け
る
都
道

府
県
間
の
ば
ら
つ
き
を
変
動
係
数
で
み
る
と
、
平
成
八
年
度
の
十
四
・
一
八
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
平
成
十
七
年
度
に
は
十
六
・

三
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
り
、
二
・
一
八
ポ
イ
ン
ト
拡
大
し
て
い
る
。

ま
た
、
政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
「
四
十
七
都
道
府
県
別
の
都
道
府
県
民
所
得
額
の
差
異
」
の
予
測
は
行
っ
て
お
ら
ず
、

お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二


